
承認第１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和３年１２月２１日 

 

木津川市長 河井 規子   

 

記 

 

令和３年度木津川市一般会計補正予算第１０号について 

 

 

 

 



 

令和３年度 

 

一般会計補正予算第１０号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市 

 



－1－ 

令和３年度 木津川市一般会計補正予算第１０号 

 

 

令和３年度木津川市の一般会計補正予算第１０号は、次に定めるところによ

る。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８２５，９１９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，０２３，４８０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 令和３年１２月２１日専決 

 

 木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 
 

 

 

 

予 算 に 関 す る 説 明 書 
 

 

（ 一 般 会 計 ） 
 

 

 

 

 





款
（単位：千円）項

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　明

区分 金額

計

２ 歳入
01  1
15
02

1

国庫支出金

国庫補助金

- 6 - - 7 -

国庫支出金15
 2 国庫補助金

 2民生費国庫補助金     1,330,136       825,919     2,156,055  3児童福祉費補助金       825,919 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫

                                                        補助金・増                         825,000

                                                        子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫

                                                        補助金・増                             919

    2,949,398       825,919     3,775,317



款
項 （単位：千円）

節
目 特　定　財　源 説　　明

一般財源
その他国府支出金 地方債 区分 金額

計

３ 歳出 01
03
02

1

0

1106

20

            0
            0
            0
            0

1

- 8 - - 9 -

 3 民生費
 2 児童福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳

補正前の額 補正額 計

   3,668,088 2児童措置費  2,842,169    825,919    825,919                               10需用費        292 ○児童手当支給事業費                                     825,919

                                                                                      　　消耗品費・増                                               145

  （特定財源内訳）                               11役務費        588 　　印刷製本費・増                                             147

                                            　　通信運搬費・増                                             588

  子育て世帯への臨時特別給付金給付    825,000                     12委託料         39 　　広報折込業務委託料・増                                      39

    事業費国庫補助金                                           　　子育て世帯への臨時特別給付金・増                       825,000

  子育て世帯への臨時特別給付金給付        919                     19扶助費    825,000

    事務費国庫補助金                                           

 6,935,804    825,919    7,761,723    825,919          0          0          0
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総務部財政課  

 

 

 

 

 

 

 予算案の主な概要  

１ 補正予算の規模  

８億２,５９１万９,０００円 

 補正後の予算額 ３６０億２,３４８万円 

 

２ 専決処分日  令和３年１２月２１日  

 

３ 補正予算の内容  

 （１）子育て世帯への臨時特別給付金  

給付金８億２ ,５００万円、事務費９１万９ ,０００円  

【特定財源：国庫１０／１０】  

 

 （２）支給対象者  

平成１５年４月２日～令和４年３月３１日までに生まれた児童を   

養育している保護者  

       ※保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の場合 

 

（３）給付額 児童１人あたり一律１０万円 

（先行分５万円＋追加分５万円） 

       ※先行給付を予定していた５万円分については補正予算第８号で計上し、  

        今回の補正予算で、追加予定であった５万円を増額 

 

 

令和３年度木津川市一般会計補正予算 

第１０号（専決処分）について（概要） 

令和３年度補正予算第１０号は、子育て世帯への臨時特別給付について、児童１

人あたり１０万円の現金を年内に一括で給付するため、令和３年度一般会計補正予

算第１０号として予算を編成し、専決処分を行ったものである。  

令和３年度一般会計補正予算第１０号附属資料  
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 （４）支給時期 

〇児童手当を受給している世帯     令和３年１２月２４日 

 

〇児童手当を受給している公務員の方 

       ※昨年度に実施された「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」を 
        木津川市で支給された公務員 

                   令和４年１月２１日 

 

〇公簿等で確認できない高校生のみの世帯・公務員の世帯及び 

１１月１日以降生まれの新生児 

申請により、可能な限り速やかに支給 

 




